
9款　5項　1目

【会計】一般会計

9款：教育費　5項：社会教育費　1目：社会教育総務費

312

【予算額】

一般財源 国庫支出金 県支出金 地方債 その他特財

3,310千円

【事業の概要】

【予算額の節別内訳】

予算額

8 報償費

謝礼金 47千円

講師謝礼 710千円

報償品 10千円

11 需用費

消耗品費 35千円

食糧費 2千円

13 委託料

臨時託児室業務委託料 76千円

大学公開講座事業委託料 250千円

家庭教育学級委託料 1,680千円

19 負担金補助及び交付金

成人教育活動助成補助金 500千円

3,310千円

【活動指標・成果指標】　

カウンセラー謝礼金（12人分）

講演会講師料（50回分）

協力者報償品代（20人分）

事業用消耗品（教材代、演台生花代、要約筆記用記録用紙等）

講演会の実施に係る手土産代・飲料水代（1人分）

講演会時の託児委託料

講師謝礼、事業用消耗品費（資料印刷代等）

佐倉市幼・小・中学校（1園・34校）

事業の目的

・児童の生活体験を通して、主体性、協調性、社会性、生活力の向上等、「生きる力」を育みます。 
・学校、家庭、地域の三者が連携して組織しているＰＴＡ活動団体に対して支援を行い、地域の青少年の健全
な育成を図ります。
・学校教育学級の開設や講演会を実施することで、家庭の教育力向上を図ります。 

事業の効果

・児童生徒が、様々な学習体験により、主体性、協調性が生まれ、「生きる力」を育む一助となります。 
・市Ｐ連への支援は、学校、家庭、地域を結び、地域の教育力向上にも寄与します。
・保護者等が、家庭教育の重要性を認識することで、家庭の教育力向上と青少年の健全育成を図れます。
・中学生が講座を通して、命の尊さ、子育ての大切さ等を育みます。

節 説明

事業の概要

・市内小学生を対象とした宿泊体験事業を実施します。
・佐倉市ＰＴＡ連絡協議会に対し、運営研修会、事務等の支援及び補助金の交付を行います。
・佐倉市と連携を結んでいる大学及び短期大学において小中学生対象の公開講座を実施します。
・市内幼稚園、小学校、中学校の保護者を対象とした家庭教育事業を実施します。

令和2年度　当初予算要求事業内容説明書

第3章　心豊かな人づくり、まちづくり

施策2　地域とのふれあいを増やします

事業 地域教育活動推進事業

担当所属 社会教育課

予算要求額
（財源内訳）

3,310千円

基本施策4　青少年育成の充実

佐倉市ＰＴＡ連絡協議会への補助

計



家庭教育の重要性の認識度 80%

指標名 令和2年度計画値

宿泊体験事業実施数 2

佐倉市ＰＴＡ連絡協議会加入者数 全ＰＴＡ会員

市民公開講座開設校数 2

家庭教育学級開設数 35

子育て講座の実施回数 50


